


組合員からなお一層頼られる農協になるために

実動する組織づくりをめざします

ここの余白に正月の

イラストを入れてください

阿蘇農業協同組合

代表理事組合長 原山 寅雄

新年、明けましておめでとうございます。 

組合員の皆様にはご家族御揃いで輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。12年ぶりの台

風上陸で心配しましたが甚大な被害もなく収穫できたことに感謝すると共に、阿蘇中岳の噴火活動が穏

やかになりますことを願います。 

昨年は、ＪＡ阿蘇の不祥事問題で組合員の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけ致しました。昨年の

４月から不祥事を根絶することを命として就任させていただき、不祥事に対しては役職員一丸となって

「ＪＡ阿蘇不祥事再発防止策」にそって意識改革に取り込んでいます。更に外部からの講師を招き職員

も真剣に取り組んで意識も変わりつつあり、一日も早く組合員はもとより地域住民や利用者の方々から

信頼されるＪＡ阿蘇となるように努めてまいります。 

ＴＰＰ問題では、政府の大筋合意を受け、国会議員の公約違反を追求しています。又、国会での批准

についても断固反対の姿勢は崩していませんし、国政レベルの協議の中でも阿蘇の農業を守るために強

い発信発言を続けています。ＪＡ阿蘇は言うまでもなく営農主体の農業協同組合であり、当然農畜産物

等への影響が心配されます。若い世代への不安を残すような大筋合意ですが、ＪＡは農家にとってなく

てはならない組織であり、私にとってもＪＡはなくてはならない農家の一人ですので、阿蘇の農業は残

し、後世に繋いでまいります。 

ＪＡ阿蘇は地域の農業と社会に貢献し、生き残るためにも組織整備をしなければなりません。その一

環として、中部地区の野菜集出荷施設が春に完成します。当初予算の建設費より、受益者と農協の負担

軽減のため、入札等により抑制することができ、経費の削減と財政の健全化を図ることができました。 

「第 25回ＪＡ熊本県大会」に於いて、次期３ヵ年計画の組織議案が承認され、ＪＡ阿蘇に於いても活動

目標を定める「阿蘇農協活動総合３ヶ年計画」を策定中であり、更に大事なことは職員が率先して仕事

ができる環境を作ることです。特に営農指導の強化を部署の垣根を越えて、相互に研修する職員育成活

動を実施し営農の強化に取り組み「農家所得の増大」・「販売力の強化」・「コストの削減」を目指します。

その手始めに特別栽培米専用肥料の価格引き下げに取り組みます。本年は職員が田の畔で農家と話をし

ている光景を期待しているところです。 

年頭に当たりまして、組合員の皆様のご健勝と共にご家族の皆様にとりましても、良い一年になりま

すことを祈念致しまして、新年のご挨拶と致します。 

新年のご挨拶



























１ 研修コース・対象者・研修期間 
 

研修コース対象者 受講日受講期間 定 員 研修の特徴・対象 

プロ経営者コース 
就農予定時 
45歳未満の方 

週 5日(月～金) 
4月～3月（12ヶ月間） 
8:50～16:20 

10名程度 即戦力として本格的な農業経営を目指す方。 
個人管理の研修ほ場で、栽培し、販売まで行う研修
です。青年就農給付金（準備型）が受給可能です。
（要件を満たす方） 

実践農業コース 
平成 28年 4月現在
で 63歳以下の方 

週 3日(月水金) 
4月～12月(8ヶ月間) 
8:50～16:20 

40名程度 農産物販売を目指す方。 
共同管理のほ場で研修します
 

特別セミナー聴講コ
ース(座学のみ) 

毎月 1回(全 8回) 
原則第４水曜日 
13:30～16:00 

15名程度 農業で生計を立てることを目指す方で特別セミナー
のみ聴講する方。 

２ 受講料 受講料は無料。ただし、次のものは受講者負担。傷害保険料、教科書代、小農具代等 
プロ経営者コースの個人管理のほ場にかかる肥料、農薬、種苗費等は個人負担 

３ 申込み期間 平成 27年 12月 4日(金)～平成 28年 2月 5日(金)午後 5時まで 
（郵送の場合は 2月 5日(金)当日消印有効 

 問い合わせ先 熊本県立農業大学（研修部）TEL ０９６－２４８－６６００ 
 

給与などの支払いの際に徴収した所得税及び復興特別所得税（以下「源泉所得税等」といいます）は、給与な

どを支払った月の翌月 10 日までに納付しなければなりませんが、納付すべき税額がない場合であっても、翌月

10 日までに納付書（給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書）を税務署へ提出していただく必要があります。

（ｅ－Ｔａｘ〔国税電子申告・納税システム〕の利用又は郵送等による提出もできます。）

また、給与の支給人員が常時 10人未満の事業所では、一定の手続きをすることにより、源泉所得税等の納付を

年 2回で済ませることができる源泉所得税等の「納期の特例」制度があります。

具体的には、次表を参照してください。

源泉所得税等の納期の特例制度

源泉所得税等の区分 納付期限

1～6月に源泉徴収した所得税

及び復興特別所得税
７月 10日

7～12月に源泉徴収した所得税

及び復興特別所得税
翌年 1月 20日

源泉所得税等のことでお分かりになりにくいことがありましたら、

国税庁ホームページ（www.nta.go.jp又は 国税庁 検索 ）をご覧いただくか、

最寄りの税務署にお尋ねください。

阿蘇税務署（電話０９６７‐２２‐０５５１）※自動音声案内

熊本農大 検索 

平成 28年度 農業大学校新規就農支援研修生を募集します 

新たに、プロ経営者コース（青年就農給付金〔準備型〕の受給可能）を新設しました。 

源泉所得税の納期の特例と納付
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第 １０９号  平 成 ２７年 １２月 

● インフルエンザワクチンの接種を受けまし ょ う 。（ 流行前に）

● バランスの良い食事と十分な休養をと り まし ょ う 。

● 人混みを避け、 外出時にはマスクを着用しまし ょ う 。

● 加湿器などを使用し適度な温度と湿度を保ちまし ょ う 。

● 外出後の手洗いと う がいの励行に心がけまし ょ う 。

● 安静にして体をゆっく り 休めまし ょ う 。

● 水分を十分に摂り まし ょ う 。（ お茶やスープなど飲みたいもので構いません）

● 周り の人に感染させないよう マスクを着用しまし ょ う 。

● 人混みや繁華街への外出を避け、 無理に学校や職場へ行かないよう にしまし ょ う 。

インフルエンザは、 高熱や関節の痛みなどを伴い、 重症化すると命にかかわることもある

感染症です。 インフルエンザの感染を広げないために、「 かからない」「 う つさない」 対策を

することが大切です。

日常生活では体調を整えて抵抗力を高めておく ことが予防のポイント です。

比較的急速に 3 8℃以上の発熱があり 、 せきやのどの痛み、 全身の 怠感を伴う 場合は

インフルエンザに感染している可能性があり ます。 このよう な症状がある場合は早めに医

療機関を受診しまし ょ う 。

12月
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